
1 令和８～１０年度広島県消防学校庁舎・学生寮等施設管理業務
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令和      年    月    日

発注者 住所

氏名 印

受注者 住所

氏名 印

業 務 名

履 行 場 所

履 行 期 間 令和８年４月１日

令和11年３月31日

委 託 料

（うち取引に係る消費税及び地方消費税の額

契 約 保 証 金

特 約 事 項

広島市安佐北区倉掛二丁目33番２号

広島県消防学校

校　長　　森川　祐司

業　務　委　託　契　約　書 　(案）

広島市安佐北区倉掛二丁目33番２号

（１）本契約は、本契約に係る発注者の令和８年度歳入歳出予算が成立した時を
　　もって効力を生じるものとする。

（２）履行期間にかかわらず令和９年度以降の本契約に係る発注者の歳入歳出予算
　　の減額又は削除があった場合は、発注者は契約を解除することができるものとする。

（３）委託料の支払方法及び金額については、別紙支払内訳書のとおりとする。

（４）履行期間内において、全国的なエネルギー価格や労務費等の価格変動、最低
　　賃金額の改定等が生じたことにより、委託料が不適当となったときは、発注者
　　及び受注者は、委託料の変更を請求することができる。

（５）上記の業務について，発注者と受注者とは，各々の対等な立場における合意に
　　基づいて別紙の条項によって委託契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行
　　するものとする。

　この契約の締結を証するため，契約書２通を作成し，当事者記名･押印の上，各自
その１通を所持する。


